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[bookmark: _Toc184976768]第１　メンタルヘルス対策の目的と健康の主体
[bookmark: _Toc184976769]１　市民サービスを維持するために～公務能率の維持・確保～
心身の不調が続くと、作業能率が低下します。遅刻や欠勤などの職場不適応が生じるほか、事故・公務災害を招くこともあり、こうした状況を「個人の（健康管理の）問題」と考えて放置しておくと、職員本人の健康状態が悪化するのはもちろん、業務にも支障が生じ、同じ職場で働く他の職員にも大きな負担がかかります。また、業務が滞ってしまうと、地域住民にまで大きな影響を及ぼしかねません。
地方公共団体は、地方公務員法第1条において、公務能率を維持・確保することが定められています。これを実現するための基盤として職員の健康を守り、安全・安心な公共サービスを維持していくためにも、職場のメンタルヘルス対策を講じることが大切です。
本市では、「○○市メンタルヘルス対策に関する計画」（以下、「本計画」という。）を策定し、メンタルヘルス対策を組織的かつ計画的に取り組むべき課題と位置づけ、対策の基本方針等を定めました。
「メンタルヘルス対策の手引き」（以下「、（本手引き）」という。）は、職員がメンタルヘルス対策として取り組む内容や手続き等について具体的に定めるものです。

[bookmark: _Toc184976770]２　法制面における意義
[bookmark: _Toc154587200]（１）労働安全衛生法
職場の安全衛生管理を進める上で法的な根拠となるのが、労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）です。安衛法は、職場における災害防止や健康障害防止などのために、事業所や労働者が最低限守らなければならないこと、実行しなければならないことを定めています。
メンタルヘルス対策については、安衛法第７０条の２に基づく指針として「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が定められ、職場におけるメンタルヘルス対策は、法に基づく事業者の努力義務として位置づけられています。

（２）安全配慮義務
事業者[footnoteRef:1])には、労働者[footnoteRef:2])に対して民事上の安全配慮義務があります。これは、事業者が労働者に負っている労働契約に付随する債務で、労働環境の不備や日常的な長時間労働など、著しい悪条件下で心身の疾患が発生しないよう、労働者の生命、身体、健康などを危険から保護するよう配慮すべき義務のことを指します。 [1: ) 事業者：「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と労働安全衛生法で定義されている。地方公共団体の安全衛生管理においては、地方公共団体そのもの、あるいは事業場の長（安全衛生管理の責任者）と解釈される。]  [2: ) 労働者：「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と労働安全衛生法で定義されている。] 

事業者である地方公共団体においても、メンタルヘルスを含めた健康管理に関して適切な措置を講じることが必須であり、安全配慮義務の観点からも、メンタルヘルス問題に対応する必要があります。
しかしながら以下に詳述するように、あくまでも付随義務であることから、地方公務員としての職務遂行を適切になしうることが前提であり、すなわち、安全配慮義務を根拠にしてメンタルヘルス不調職員に対して、本来あるべき業務を軽減して就業させるようなことを求めることにはならない点には注意が必要です。

＜安全配慮義務とは＞
安全配慮義務とは、「職場で働く人が安全で健康に働くことができるように配慮しなければならない」という、事業者に課せられた義務です。判例では、「ある法律関係に基づいて、特別な社会的接触の関係に入った当事者の間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるもの」[footnoteRef:3])とされており、地方公共団体と公務員の関係も対象とされています。「職場で働く人が安全で健康に働くことができるように配慮しなければならない」という、使用者に課せられた労働契約に付随する義務です。 [3: ) 最三小判昭和50年2月15日。なお、民間の労働契約に関しては、労働契約法第5条（平成20年施行）でも明記されている。] 


一見すると、必要に応じてなんらかの配慮をして働かせることが、安全配慮義務の履行になると考えがちです。しかしながら、この考え方には二つ、大きな注意点があります。一点目は、事業者による安全配慮義務の履行は、公務員に定められた職務専念義務等の義務を誠実に履行するために求められるものである、という点です。労働契約の本旨義務として事業者に課されるのは、労働者の労務提供義務に対する、「賃金支払義務」です。すなわち、労働者職員が職務専念義務等を本旨義務を果たせないことが明らかであるのに、、あくまでも付随義務である安全配慮義務を根拠に、業務を軽減したりする配慮をしてまで働かせる義務があるわけではありません。そして、二点目に事業者事業者が命じて働かせている以上、なんらかの配慮をしていたとしても、働かせ続けることで結果的に健康を損なうことがあった場合には、安全配慮義務違反となる可能性があります。

安全配慮義務違反が争いになった場合には、「予見可能性の有無」と「結果回避義務履行の有無」の二段階で、使用者の過失が判断されます。つまり、使用者に結果を予見する可能性があったと判断された場合には、その結果を回避する適正な措置を取る義務があったとされ、使用者がその義務を果たさなければ、過失があったと判断されます。

[bookmark: _Ref42006515]例えば、過労自殺に関して争われた電通事件[footnoteRef:4]）では、社内での長時間労働の常態化、当該従業員における長時間労働の存在、上司による当該従業員の体調不良の認識という具体的事実から、予見可能性が認められ[footnoteRef:5]）、「業務の量等を適切に調整するための措置を採ることはなかった」という上司等の措置の不備・不足が、結果回避義務の不履行と判断され、会社側の過失として認められました[footnoteRef:6]）。 [4: ) 最二小判平成12年3月24日。なお、当該電通事件は契約上の義務としての安全配慮義務が直接に争われたのではなく、「不法行為」としての法律構成で争われたものである。しかし、「不法行為責任なのか、安全配慮義務違反としての債務不履行責任なのかという理論的問題については、議論の余地はあるとしても、労働契約の実態の中で、どうあるべきかを考えていくことこそが問題」と千種弁護士が指摘しているように、「安全配慮義務」の考え方の参考にして差し支えないと考えられている。（最高裁重要労働判例、高井伸夫ほか、経営書院、2010、pp.60-76）]  [5: ) 峰隆之弁護士は、「労働者になんらかの健康状態悪化を知らせる徴候が生じ、上司ら周囲のものがそれに気づいた（あるいは通常の注意を払えば気づくことができた）時点から、使用者に対し、それ以上、健康状態を悪化させないための措置（業務量の調整等）をとることが法的に義務づけられると考えるのが正しいと考える。」と指摘する。（メンタル疾患の労災認定と企業責任（安西愈ほか）pp.372-376）]  [6: ) 峰弁護士は、「途中から本人が心身の不調を訴えていた、あるいは周囲からみて疲弊ないし消耗した状態が見受けられていたにもかかわらず、会社の方で休養をとらせなかった、あるいは支援体制を組んで本人の業務量を調整するなどの措置をとらなかった場合には、安全配慮義務違反を問われても致し方ないといえよう。」と指摘する。（メンタル疾患の労災認定と企業責任（安西愈ほか）p.376）] 



仮に重大な結果が発生してしまった後で、「振り返ってみれば」あのとき彼／彼女は疲れていた、遅刻が生じていた、いつもはしないようなミスをしていたという点から、結果を予見できたと判断されることは、一般的にあり得ます。そのため、「心身の不調により業務遂行に支障が生じている場合には、速やかに療養に専念させる」という本計画に沿った対応は、当該職員の回復・復職のために有用な措置であるとともに、安全配慮義務の履行という観点でも有用であると言えるでしょう。


[bookmark: _Toc184976771]３　職場における健康の意味と責任の主体
（１）健康の責任主体
職員は、任用関係に基づき、自身の健康の保持増進に努めるものとされています。（自己保健義務[footnoteRef:7]） [7: ）自己保健義務は、労働者が自身の健康を維持するために努めるというもので、労働安全衛生法第69条第２項に「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。」 と規定されています。] 


（２）健康とは
WHO（世界保健機構）は、「健康とは、身体的、精神的、社会的に良好な状態をいう」と定義しています。職場における健康も同様に考えることができるでしょう。
また、各部署は、複数の職員が一丸となって公務に取り組みます。健康の定義を踏まえると、職員一人ひとりが、身体的にも精神的にも健康であることはもちろん、相互にサポートし合い、健全な職場環境を作ることが、公務の能率向上につながると言えます。
そのため、職員は、他の職員との良好な人間関係を構築し、協調性を保つことも求められます。

（３）メンタル不調とは
メンタルヘルス不調（以下「メンタル不調」という。）とは、「精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むものをいう」と定義されています（厚生労働省「労働者の心の健康保持増進のための指針」）。
メンタル不調になると、頭痛、胃痛、下痢など多様な身体の症状として現れたり、うつ病などの心の病気として現れたりする場合があります。身体の病気と同じように、職員自らが早めに気づき、悪化する前に適切に対処することが大切です。
＜メンタルヘルスの維持に役立つ日常生活でのアプローチ＞
心身の健康維持は、睡眠・食事・運動といった日々の生活の中での小さな習慣に大きく依存します。自身にできる対策に取り組みましょう。また、定期健康診断で改善指摘を受けている項目については、適切な治療を受けるだけではなく、速やかに改善した結果を示せるようにしましょう。
1 質の高い睡眠　
毎日決まった時間に就寝し起床することで、体内時計を整えることが有用です。
2 バランスの取れた食事
野菜、果物、全粒穀物、タンパク質を含む食品をバランス良く摂取し、一日三食を定時にとることを意識しましょう。カフェインやアルコールの摂取は控えめにしましょう。
3 定期的な運動
ウォーキング・自転車・水泳など自分に合った運動を見つけ、運動習慣をつくりましょう。
4 その他
ヨガ、瞑想などリラクゼーションの方法や趣味や読書等により精神的な健康を保ちましょう。

[bookmark: _Toc154587188][bookmark: _Toc184976772]第２　○○市メンタルヘルス対策に関する計画
[bookmark: _Toc154587189][bookmark: _Toc184976773]１　基本方針
本市では、メンタルヘルス不調職員だけではなく、全ての職員の「心の健康づくり」を推進し、明るく活力に満ちた職場づくりに取り組むことを目指すこととし、次の４つの基本方針を踏まえたメンタルヘルス対策に取り組みます。
【基本方針】
· ○○市は、「職場は働く場所である」という大原則に基づいた健康管理を行い、職員が全体の奉仕者として働くことができるようにします。
· 職員は、公務能率の維持・確保、市民サービスの向上のために、心身の健康維持のための自己健康管理だけでなく、他の職員の健康にも有用たる快適な職場づくりに取り組みます。
· 職員は、メンタル不調により業務に支障が生じる場合は、速やかに療養するものとします
· ○○市は、メンタル不調により病気休暇（休職）を取得する職員に対して、十分な療養及び復帰準備の機会を与え、再発予防と業務遂行能力の回復を徹底します。

[bookmark: _Toc184976774]２　基本的な考え方
近年、メンタル不調により療養を要する職員は増加傾向にありますが、それだけではなく復帰後においても業務の支障が解消せず、結果としてこうした職員を抱える職場では、多大な負担を強いられている現状も無視できません。そのため、部分最適ではなく全体最適という視点を持って人材マネジメントや労務管理を行うことが重要です。また、「職場は働く場所である」ということを大原則として期待される職務が遂行されているかどうか、労務パフォーマンスに焦点を当てるメンタルヘルス対策が必須です。

（１）業務的健康管理に着目したメンタルヘルス対策
健康管理には、大きく「医療的健康管理」と「業務的健康管理」がありますが、本市のメンタルヘルス対策は、「職場は働く場所である」という大原則に基づいて「業務的健康管理」に重点をおき、職員の業務遂行能力の視点から対応するものとします。

（２）メンタルヘルス対応の三原則（運用のための原則）
　メンタルヘルス対策では、通常勤務することを大原則とし、通常勤務に支障が生じている場合には、速やかに療養に専念し、「復職プログラム」に基づき段階的に復帰準備に取り組み、通常勤務が可能な状態になったことを確認してから復職を認めることとします。
【通常勤務とは】
· 業務面　職位相当の業務を遂行できているか。業務の質・量ともに求められる水準に達しているか。
· 労務面　職場のルールや服務規律等を守って、勤怠の乱れなく仕事をしているか。
· 健康面　就業に支障のある健康上の問題はないか。業務遂行によって健康上の問題は生じないか

① 第一原則｜通常勤務できているかで判断する
職場が働く場所であるという大原則や業務的健康管理の考え方に基づき、労務管理上の問題が生じた場合は、まずは通常勤務ができているかで判断することとします。

② 第二原則｜通常勤務に支障がある場合は休ませる
勤怠の乱れや不適切な業務執行、業務命令違反などの、職員が通常勤務ができないことは、仮に私傷病であっても許容されません。私傷病により通常勤務に支障が生じる場合は、病気休暇・休職制度を活用し、速やかに十分な療養を行う、行わせることとします。

③ 第三原則｜配慮付き一時勤務は慎重に限定的に行う
第二原則に基づき、職員を速やかに休ませることが難しい場合は、所属長、職員課、産業保健スタッフ等が慎重に検討した上で、一時的に配慮付きの一時的な勤務を許容することとします。ただし、必要な条件を付した上で、短期間（最長２週間程度）かつ１回のみ実施することとし、配慮付き一時勤務を実施中、あるいは解除後に職員の体調が悪化した場合は、速やかに療養に専念することとします。配慮付き一時勤務は、療養から復職する際においても適用します。

　三原則の適用にあたり、運用に支障が生じる場合は、「大原則に立ち返る」ことが重要です。たとえば、配慮付き一時勤務は、これを認めた後に、実際には往々にして配慮の解除の見通しが立たない状態に陥ることがあります。これは、そもそもの大原則を満たした状態とは言えないことを、しっかりと確認するようにします。すなわち、本来の任用関係においては、職員は地方自治体の能率的運営に資する職務遂行をしなくてはならないのは当然のことであり、これに対して業務の質・量等で減免される、いわゆる「軽減勤務」が一時的であり、かつ明確に期限が守られるものでない限り、つまり継続する軽減勤務が許容されるものではないことは自明です。
　また軽減勤務においては、職務遂行と賃金の間に乖離が生じている状態であり、地方自治体において、「明確に期限を遵守できる一時的なもの」以外は、住民に対する立場からも望ましくないことにも目を配る必要があります。


[bookmark: _Toc184976775]第3　病気休暇と病気休職制度について
私傷病のために、法令・条例・規則等のルールを守って働くことができない場合に備え、病気休暇・病気休職という制度が設けられています。職員が私傷病により通常勤務が出来ない場合には、こうした制度を活用し、十分な療養を取らせることとします。

[bookmark: _Toc184976776]１　病気休暇
私傷病のために療養する必要があり、勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合に取得できる休暇です。取得した際には、職務専念義務が免除されます。
病気休暇は、あくまで療養に専念することで、心身共に健康な状態に戻り、再び全体の奉仕者として職務に専念することを目的としています。したがって、療養をする職員は療養に専念していることを確認できるよう定められた頻度で、療養状況について報告することが求められることは言うまでもありません。
「負傷又は疾病」とは、いわば、身体的に不健康に陥っている状態だけでなく、幅広く心身に故障のある状態をいうものとされ、通常の風邪、腹痛、頭痛等も「負傷又は疾病」に該当します。
なお「疾病」には、ワクチン接種等による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が含まれていますが、病気休暇制度の趣旨に照らして、いずれも、勤務することが不可能又は困難な程度であることが必要となります。

【条　件】
・給与の10割を支給　※ただし期末勤勉手当には一部影響あり
・連続の場合、最大90日取得可能
・連続４日以上の場合は診断書（費用は職員負担）の提出が必要

[bookmark: _Toc184976777]２　病気休職（分限休職制度）
病気休職（分限休職処分）とは、公務能率の維持・確保のために、職務を遂行する能力が一時的に不足していると判断された場合に行われる処分です。これは、病気やけがなどにより職務の適正が欠けていると認められた際に、一定期間職務から離れることを命じるもので、心身の故障のため、長期の休養を要する場合に適用されます。
病気休職（分限休職）は、職員の健康回復を待つとともに、組織の機能を維持するための措置として位置づけられています。休職期間は、職員の状況や回復の見込みに応じて設定され、一定期間経過後には復職の可否が判断されます。分限休職処分を受けた職員は、健康の回復に努めるとともに、復職に向けて定められた頻度で復帰準備状況を報告することにくわえ加え、必要な手続きを行う必要があります。

【条　件】
・１年間は、給与の約８割を支給
・１年経過後、次の１年半は傷病手当として、共済組合から給与の約６割が支給される。

[bookmark: _Toc184976778]３　病休通算制度
国は、制度の濫用が目立つ「病休制度」の適切な運用を図るために、平成22年に人事院規則等を改正し、病気休暇・病気休暇（以下、「病休等」という。）の通算制度を導入しました。県内でも多くの団体が病休通算制度を導入していたため、本市でも、令和４年度に病気休暇及び病気休職の期間を通算する制度を導入しました。不適切な制度濫用等が疑われる場合には、療養・復帰準備状況に関する追加的な報告を求めるともに、職員課による調査を行い、場合によっては懲戒処分となることもあり得ます。職員は、適切に制度を利用するよう心掛けてください。
特に、療養を要するかどうかたちどころには判断しにくいような状況において、本来の趣旨からは逸脱した有給休暇の当日、事後取得等が散見される例があります。有給休暇の取得については、職員の権利であることはもちろんですが、制度の定めに沿った適正かつ計画的な取得が求められることも当然であり、病気休暇のみならず、調査等の対象となることがある点にも注意をしてください。

· 原則1年以内に、同一の症状を起因とする病気休暇、病気休職を繰り返し取得する場合は、前後の期間を通算する。
· 「（連続7日未満）病気休暇」であっても、頻繁に繰り返すものは期間を通算する。



[bookmark: _Toc184976779]第４　一次予防（心の健康の保持増進とメンタル不調の未然防止）
職員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、住民サービスの維持・向上に寄与するためには、心身が健康な状態である必要があります。また、周りの職員と良好な人間関係を構築し、職場の風紀秩序を維持することにも協力する必要があります。

[bookmark: _Toc184976780]１　職員
「職場は働く場所である」という大原則に基づき、職員は以下の三点に留意し、メンタル不調の予防や良好な職場環境づくりに努めるものとします。

（１）法令・条例・規則等の遵守
職員は、地方公務員法等において、法令遵守や職務専念義務、業務命令に従うことなど、さまざまな義務が定められています。職場は働く場所であり、通常勤務に支障が生じたり、法令や条例・規則を逸脱することがあってはいけません。メンタルヘルス対策の大前提として、法令を遵守し、決められたルールを守って働くことが原則です。誤解が生じやすい点として、たとえ背景に心身の不調がある、あるいは疑われるとしても、法令を遵守しなければならないことに変わりはないことです。

（２）自律的な健康管理
職員各自の心身の健康維持は、メンタルヘルス対策として重要であるだけでなく、仕事において最大限のパフォーマンスを発揮する上でも欠かすことはできません。職員は、日頃から健康維持に努めるとともに、ストレスや心の健康についての理解を深め、自身にあった適切なストレス対策を講じましょう。また定期健診等での指摘事項については、適切な治療や生活習慣の改善など、自律的な健康管理に努めてください。ここでも大切なことは、医療機関を受診して服薬等の行動をとれば足りるというものではなく、あくまでも結果を改善し、客観的にみても、健康と言える状態を維持していると示せることです。

（３）良好な職場環境への貢献
職場の人間関係は、職員の発揮するパフォーマンスに良い方向にも悪い方向にも作用するものです。能率的な自治体運営に資する良好な職場環境を維持するためには、職員同士が適切なコミュニケーションを取りながら、互いに協力することが必要です。職員は、組織を構成する一員であり、他の職員のパフォーマンス低下に関する外部要因になり得ることを自覚し、自ら適切なコミュニケーションを取るよう心掛けてください。また、職場環境の改善については、各職員も職場の一員として、所属長に協力して積極的に取り組むことが求められます。

[bookmark: _Toc184976781]２　所属長
「職場は働く場所である」とう大原則に基づき、職員が通常勤務に支障を来たしている場合には、まずは適切に注意・指導を行います。その上で、改善しない場合は、漫然と注意・指導を継続するのではなく、速やかに職員課、産業保健スタッフと連携し、対応するものとします。一方で、支障をきたしている状態が改善していないにも関わらず、注意・指導を放棄してしまい、当該職員の担当すべき業務をその余の職員に担当させるようなことは決してあってはなりません。また、心身の故障、特にメンタルヘルス不調が通常勤務に対する支障の背景にあると疑ってしまい、結果として注意がなされていないケースが散見されます。職員自身の視点から見た場合の考え方については、すでに１（１）で説明したとおりですが、所属長としても加味すべき視点ではないこと確認し、通常勤務に対する指摘は必ず行ってください。指摘の方法について悩む場合には、速やかに職員課と連携し、指摘の方法、内容について相談を行ってください。

（１）日々の業務管理及び労務管理の徹底
所属する職員の業務管理（業務分担や進捗状況の確認、指示など）や、労務管理（時間外勤務命令、労働時間の管理）を行います。
特に、心身の不調により通常勤務に支障が生じていても、職員自身が問題を認識していない場合や、問題を許容されていると誤解している場合があるため、所属長は、勤怠の乱れ等の通常勤務への支障を検知した場合には、当該職員に対して、問題行動を指摘した上で、適切な注意指導を行うものとします。
「業務的健康管理」の最も重要なポイントとして、所属長は職員の心身の不調そのものを気づくことを求められているわけではないことをしっかりと確認してください。あくまでも、通常勤務に支障が生じている点について、業務管理および労務管理の点で逸脱がないかということを具体的にすることが重要です。

（２）基本的な知識の習得、相談対応技能のスキルアップ
所属長は、所属する職員に対してメンタルヘルス研修会への参加を促すなど、職員自身によるメンタルヘルスに関する正しい知識や対処等の習得を支援してください。
一方で、（１）の繰り返しにはなりますが、所属長は必ずしも、職員の「メンタルヘルス」そのものについて知識等を習得することが求められるわけではない点には注意をしてください。むしろ所属長自身は、業務管理および労務管理などの知識の習得のための研修に参加し、最新の基礎知識や対処方法等の必要なスキルの習得を図ることで、職員の通常勤務からの逸脱状態を改善・解消できるように適切な業務的な対応を取ることができるように努めてください。また、所属長が職員のメンタルヘルス不調を自己判断で疑い、通常勤務からの逸脱状態を看過してしまうことも問題ですが、同時に安易な受診勧奨も勧められません。なぜならば、背景にあるかもしれないメンタルヘルス不調などの心身の故障が改善することと、所属長として責務を負うべき（他の職員の不要な負担ともなっている）、当該職員の通常勤務からの逸脱状態が改善することは、別問題だからです（平たく言えば、受診して治療を行ったところで、勤怠の乱れ等が改善しない事例は極めて多く遭遇するものです）。

（３）長時間労働の縮減と業務の効率化・平準化
長時間労働は、心身の健康悪化を招くとされているだけでなく、ワークライフバランスの面から職員の家庭環境などにも影響を及ぼすため、必ず縮減を図る必要があります。所属長は、業務の見直しや業務の効率化、簡素化に取り組むとともに、職員間で業務量の差がある場合には平準化するなど長時間労働の縮減に努めるものとします。
なお、業務効率の差により、職員間で業務量に差が生じることは適切とは言えません。業務効率が低い場合であっても、職位相当の業務を与えた上で、業務効率向上のための適切な指導を行い、改善を求めるものとします。改善が期待できない場合については、速やかに人事課と連携して対応する必要があり、他の職員の負担が看過できない状態を放置することは許容されません。

（４）職場環境改善への取り組み
生産性の向上に資する働きやすい職場づくりなどの職場環境の改善は、住民サービスの向上にも貢献する大変重要な事項ですので、日頃から取り組むことが求められます。一方で、メンタル不調が疑われる職員の負担だけを軽減してしまい、職場全体の業務能率の低下や他の職員の負担の増大など、職場環境の悪化を招いている状況は、どの自治体でも課題となっています。公務能率の維持・確保のためには、メンタルヘルス不調が疑われる職員だけでなく特定の職員だけが快適に働ける環境（個別最適化）ではなく、職場全体の職員が働きやすい職場環境（全体最適化）を目指し、職場環境の改善に取り組む必要があります。



[bookmark: _Toc184976782]第５　二次予防（メンタル不調の早期発見・早期対応）
　メンタル不調による療養が長期化し、繰り返してしまうことの一つの要因として、「療養に専念するタイミングが遅く、病状が悪化してしまっている」という点が挙げられます。またメンタル不調の治療は、仕事を完全に休んで専門医のもとで治療に専念しても、長期に渡って寛解（かんかい）と増悪を繰り返す（平たくいえば、よくなったり悪くなったりを繰り返す）難しいものです。働き続けながら、病状を良くすることは簡単なことではありません。そのため、通常勤務に支障が生じていて、その背景に私傷病があることを何らかの方法で認識している場合（例えば、当該職員から通院している旨の申告がある）は、速やかに療養させるものとします。
　ただし、ここでも「業務的健康管理」の視点が極めて重要となります。職員自身は、直接的に心身の不調のひとつして自身のメンタルヘルス不調に気づく、あるいは日頃から自身のメンタルヘルスの状態を自らよく観察することが求められるものです。しかし、一方で所属長の立場から、「メンタルヘルス不調」そのものを早期発見せんとする態度は、大いに問題があります。端的にいって、医学的に対応の必要のない職員に対して、精神疾患罹患のレッテルをはることにもつながりかねず、つまるところ、所属長が「早期発見」すべき対象は、あくまでも業務上の支障であり、またこれに対する早期対応は、（当然に受診勧奨などではなく）業務上の支障に対する、明確な、すなわち受け手が指摘されている内容を共通認識として伝えられることのできる指摘、にほかなりません。

[bookmark: _Toc184976783]１　職員
（１）職務遂行上の支障が生じた場合の早期の療養
私傷病が理由だとしても、メンタル不調は、自身で病状を認識することが難しい場合があるため、産業保健スタッフから療養を勧められた場合には、その勧めに従って療養に専念してください。間接的にいえば、所属長や職員課から業務上の問題点について複数回にわたって指摘、指導を受けたのに改善・解消できない場合には、自らメンタルヘルス不調などによって、全体の奉仕者としての職務遂行に支障をきたしているのではないかとの自省的振り返りも有用です。ただし、一般的には自身で認識することが難しい点に変わりはありませんので、こうした場面で、職員課から家族との連携について言及された場合には、一度、家族の客観的な意見に耳を傾けてみることもお勧めします。

[bookmark: _Toc184976784]２　所属長
（１）「職務遂行」不調者の早期発見と職員課との連携
職務遂行上の問題が生じた場合に、仮にメンタル不調が生じていると、職員の療養導入が遅れることで、病状のさらなる悪化を招きかねません。そのため職務遂行上の問題が生じた際には、速やかに職員と面談を行い、問題行動を指摘します。さらに、注意指導を行っても状況が改善しない場合には、療養の必要性を念頭においた上で、速やかに職員課と連携して対応するものとします。
なお、通常勤務に支障が生じているにもかかわらず、私傷病を疑って注意・指導を行わず、一時的に業務を軽減して様子を見る行為は、職員が懲戒事由に該当している状態を隠す行為と同義であり、不適切であるとともに、結果的に病状が悪化したりしたことに対する安全配慮義務違反について、事業者責任に加えて所属長の個人の責任も問われるおそれもあることは労務管理上の知識として知っておく必要があります。

（２）「間接的な」職員の健康状態の把握
所属長は、職員が相談しやすい環境や雰囲気を整え、職員からの自発的な相談に日常的に対応するよう努めてください。ただし、所属する職員の健康状態を直接把握する必要はありません。換言すると、全体の奉仕者としての職務遂行に支障のない健康状態であるかどうかを端的に本人に申告させるような形をイメージするとよいでしょう。
なお、職務遂行上の問題が生じた場合、所属長の独自の判断で、背景に私傷病を疑った医療的な対応をすることがありますが、医学的な知識・スキルのない所属長が医療的な対応を取ることは、場合によっては、重大な判断ミスにつながりかねません。また安易に受診を勧めることがありますが、仮に受診をして診断がつき、治療が行われたからといって、問題解決につながるわけではなく、追加の配慮を求められるなど、職場が困っている問題の更なる悪化を招くケースもあります。
そのため、本市では、あくまで業務的健康管理アプローチから通常勤務ができているかどうかで判断し、支障が生じている場合には、職員課と連携した上で、早期の療養を求めることに重点をおいた対応を行うものとします。


[bookmark: _Toc184976785]第６　三次予防（職場復帰・再発防止）
本市では、職員の体調が回復するまで十分な療養の機会を設けることや、病気の再発の可能性が最小化された状態で復職させることを目的として、「復職プログラム」を定めています。
復職プログラムでは、療養開始から復帰までの一連の手順や手続きについて記載しており、職員は本プログラムに沿って、療養し、復帰の準備を進めるものとします。
なお、職場復帰にあたっては、復帰基準を満たす状態か、また、法令等を遵守し、職場の風紀秩序を乱すことなく、周りの職員と協力して業務を遂行できる状態かなどについて、職員課が中心となり関係者とともに判断するものとします。
（復職プログラムの詳細については、巻末の「○○市復職プログラム」を参照ください）

[bookmark: _Toc184976786]１　職員
職員は、職場復帰後、全体の奉仕者として法令等を遵守し、健康維持に努め、良好な職場環境の維持・改善に協力することが求められます。

（１）復職プログラムに沿った対応
心身の不調により療養する職員のために、本市では「復職プログラム」を用意しています。療養開始後は、復帰に向けて、プログラムに沿った対応をする必要があります。

（２）職場復帰後の再発防止
復職プログラムを経って復帰する際には、通常勤務が再び遂行できる状態にある、すなわち大原則を満たすことが前提となります。そのため復帰後は療養前と同じように、通常勤務を行い、その中で療養期間中に検討した再発防止策に取り組むこととします。また復帰後に、再療養の要件に該当した場合には、速やかに再度の療養に専念するものとします。
　
[bookmark: _Toc184976787]２　所属長
職場復帰にあたっては、「復職プログラム」の基準を満たし、職務遂行能力が職位相当まで回復していること（あるいは職位相当まで回復していないことが明確であることを指摘しえないこと）が条件となります。そのため、所属長は、いたずらに業務の軽減等をしてはならりませんし、病み上がりだからといった理由で、たとえわずかな時間であっても遅刻等を許容したりするようなことがあってはならず、他の職員と同じように、通常の業務管理及び労務管理を行う必要があります。（復帰判定の一環として、法令を遵守し、全体の奉仕者としての職務遂行ができることを前提として確認していることに整合するものです）

（１）復職プログラムに沿った対応
心身の不調により所属職員が療養する場合は、「復職プログラム」に沿って、段階ごとに定められた部門や担当者が対応し、特に療養開始初期においては人事担当部門と産業保健スタッフが対応します。プログラム外で、所属長が療養中の職員と個別に接触することは、対応の一貫性の観点や休職者への負担という観点からも適切とは言えません。
所属長は、「復職プログラム」に基づいて療養した職員が、職場復帰を検討する段階になった場合には、当該職員が復帰基準を満たすレベルまで職務遂行能力が回復しているか、また、法令や服務規程を遵守し、職場の風紀秩序を乱すことなく、周りの職員と協力して業務を遂行できる状態か、職員課やその他の関係者とともに判断することが求められます。
当該職員の療養前の職務遂行状況により、復帰準備において相応の指摘が必要と考えられる場合には、復帰準備期の中期において、指摘とともに、復帰準備状況の報告に対するフィードバックに関して、職員課と連携して対応に当たってもらう場合がありますが、こうした場合には別途、復帰準備期に移行した段階で、職員課からより所属長宛に通知をします。
また、復帰時点での職場の業務の状況や復帰後の担当業務等について、再度確認や指示するなど、復帰後に、適切な業務が遂行できるよう支援を行います。

（２）復帰した職員の業務管理及び労務管理
職員が、職場に復帰する場合は、「復職プログラム」の基準を満たし、通常勤務ができる状態まで職務遂行能力が回復していることが条件となります。そのため、復帰後に基準に整合しない対応や業務量の軽減等は行わず、通常業務を命じるなど、通常の業務管理及び労務管理を行うようにしてください。
時間外勤務については、復帰後２箇ヶ月間は配慮することとしますが（１箇ヶ月目はゼロ、２箇ヶ月目からは段階的に負荷する）、この配慮は復帰後３箇ヶ月目からは完全に解除されるため、他の職員と同等に働けるよう、２箇ヶ月目に通常の労務管理のもとで段階的に業務量を調整し、通常業務に戻す必要があります。
ここで重要な点は、１箇ヶ月目の時間外配慮は産業医学的視点から行われるものですので、所属長の判断で時間外を命じてはなりません。しかしながら、２箇ヶ月目の配慮はあくまでも通常の労務管理下で行うことを想定しています。換言すれば、復職した職員の体調に配慮し、体調にあわせて命じることを求めるものではありません。むしろ、勤務を欠いていた職員が復職することで、同じ部署の他の職員からすれば、応分の負担をいやがうえにも期待するのは当然のことです。ところが、２箇ヶ月目に段階的に負荷する、その方法が不適切で再療養に至ってしまうようなことは、業務管理上、所属長の責任のひとつして避けるべき事態のひとつであることは言うまでもありません。すなわち、業務上のリスクマネジメントの観点から、２箇ヶ月目の段階的負荷に取り組むことが求められるのです。また安全側に振りすぎて、３箇ヶ月目以降に、他の職員と同等の時間外労働を命じることができない状況もまた、所属長の管理不足の問題として指摘せざるをえないことになりますので、一般的にはいきなり最初から多く命じたり、２箇ヶ月目の最後になって急に命じたりするのではなく、計画的に徐々に命じることが多いと考えますが、３箇ヶ月目の完全解除に懸念を生じた場合には、速やかに人事課と連携することが求められます。
なお、職場復帰時には、本人を含む関係者全員で、再療養とする要件を定めています。勤怠の乱れや業務能率が低下した場合など、職務遂行上に問題が生じている場合は、必要な指摘や注意指導を行い、状況が改善しない場合には、職員課と連携し、速やかに再療養に向けて対応するものとします。


様式以外の内容は、未定稿です。
あくまで、イメージとして掲載しています。復職プログラムの具体的な手続き等を記載したいと考えています。


○○市復職プログラム

[bookmark: _Toc184976788]第７　復職プログラムについて
本市では、休職をしている職員（以下「、（病休職員）」という。）に対し、体調が回復するまで十分な療養の機会を設け、病気の再発の可能性が最小化された状態で復帰できるよう、従前は曖昧であった復帰基準や復帰手順を、復職プログラムとして体系化しています。
復帰基準や手続きに関しては、復職プログラムを遵守していただく必要があります。手続き方法や詳しい内容については、段階ごとに面接にて説明しますので、主治医にも情報を共有して適宜ご協力を頂いてください。

[bookmark: _Toc184976789]１　復帰基準について
「職場は働く場所である」という大原則でも示されたように、職場復帰後は、全体の奉仕者として、通常勤務をする必要があります。そうした観点から、復帰基準は、「以下の業務基準、労務基準、健康基準の三つの基準を満たしている状態で、６箇か月以上安定継続的な勤務が見込まれること」としています。

（１）業務基準
1 元の職場で以前と同じ職位・業務内容ができるまで回復していること。
2 復帰後の業務効率・質・量等が、職位相当であり、２箇ヶ月以内に職位相当であることを実際に示すあること。
3 業務内容を職位相当以下とする質的軽減は行わないこと。

（２）労務基準
1 週５日の定時勤務を服務規程規定どおりに勤務し、決められた仕事ができること。
2 特別な事情を除き、時間どおり出勤し、遅刻や早退、当日の急な休み等がなく、しっかりと勤務できること。
3 時間外勤務の配慮については、当初２箇ヶ月間のみとすること（当初１箇ヶ月は、産業医学的観点からゼロとし、引き続く１箇ヶ月間は上司による段階的負荷の配慮）。

（３）健康基準
1 仕事を続けても健康な状態を安定継続的に保っていられること。
2 健康上の理由により業務に支障が生じること、及び健康上の問題が生じるリスクがないこと。



[bookmark: _Toc184976790]２　復職プログラムにおける療養の全体像

	
	概要
	手続き

	第一段階
	療養専念期
	・休養最優先とし、主治医の指示に従う。
・手続きに関しては職員課の指示に従う。
①初期
服薬と十分な休養で気持ちを落ち着ける。
②中期
生活リズムを整える。
③安定期
生活リズムを登庁時に戻す。
	・職員課から第一段階の説明を受ける。
・病気休暇（延長）申請書提出
　※主治医診断書を添付
・療養状況報告書の提出（週１回）
※締め切りを守って4週以上連続して職員課へ送付でき、かつ「復帰準備期への移行を希望します」の欄にチェックをつけた報告をもって、復帰準備期へ進む意思があると判断する。

	第二段階
	復帰準備期
	・復帰基準を満たせるよう、復帰に向けた準備に取り組む。
①初期の例
図書館などにて勤務訓練する。業務に必要な判断力・集中力を取り戻す。苦手なことでも（必要ならば）できるようにする。予防対策の検討を開始する。
②中期の例
時間及び負荷を徐々に増やしつつ、勤務訓練を継続する。ストレス要因への具体的対策の検討をする。
③後期の例
勤務時と同等負荷の勤務訓練（所定の労働時間・日数）に取り組む。再発予防や再発の早期発見方法を実践できる水準にする。
	・職員課から第二段階の説明をうける。
・（必要に応じて）病気休暇（延長）申請
・復帰準備状況報告書の提出（週１回）
※報告内容は、業務負荷の記述をより意識
・復帰準備が完了しつつあると、職員課との共通認識ができた時点で、復帰準備完了確認シートの提出を指示する。
・職員課との復帰判定事前面接を実施し、復帰基準を満たせることを職員自ら説明し、職員課による予備的判断において復職可能と判断できる場合に、第三段階へ進む。

	第三段階
	復帰検討期
	・復帰を慎重に判断する。
・復帰準備を継続して実施。
・主治医意見の確認。
・復帰審査の実施（産業医面接/所属長同席による復帰確認面接等）。
	・復職申請（主治医意見書を添付）の提出
・復帰準備状況報告書の提出（週1回）

	第四段階
	復帰支援期
	・勤務の再開（復職発令）
・業務評価表を毎日作成して所属長に提出
・配慮勤務期間の終了にともない通常勤務
※回復不十分の場合には再療養
	・所属長、職員課によるフォロー面接
・業務、労務に関する記録を提出

	復帰支援期終了後は、通常勤務



【留意事項】
· 各段階をステップアップしていくところでも、それぞれの段階に応じた判断基準があり、基準をクリアしなければ、次の段階へ進むことはできません。
· 第二段階において、復帰準備が完了しつつあるという職員課との共通認識を確認したのちに、第三段階において、所定の様式で復帰に関する主治医意見を確認します。
· 復帰の検討を行う段階にないタイミングで自由記述の主治医診断書等を提出されても、手続き上対応できません。

[bookmark: _Toc184976791]３　各段階における手続き等について

[bookmark: _Toc184976792]第一段階：療養専念期
（１）療養専念期の説明
・主治医の先生の指示に従い、服薬と休養を優先する時期です。
・主治医の先生にも、市の復職プログラムの内容を共有し、療養を進めて下さい。
・療養に専念するために、職務専念義務を免除されていることを自覚した上で、療養中であっても、職員として適切な行動をとるよう注意してください。
この段階は、まだ復帰検討できる段階ではありません。次の復帰準備期の後半にて具体的な復帰検討をしますので、焦る必要はありません




（２）療養場所について
・職員課では、療養期間中の安否確認は行いません。そのため、一人暮らしの場合は、原則としてご家族のもとで日常的な支援を受けながら療養することを強く推奨します。
・一人暮らしでの療養を選択する場合は、主治医やご家族と相談の上、上記の点について十分に検討いただくようお願いします。

（３）療養専念期における事務手続き
＊手続きが滞った場合には、休職の発令等を維持できない場合があります。自身での手続きが難しい場合には、ご家族に支援いただいても構わないので、適切な手続きを行うようにしてください。

1 療養申請書
・職務専念義務を免除するために必要な書類です。
・診断名と、おおよその療養期間が記載されている診断書を添付し、提出してください。
・経過が良好で、療養の各段階を順調に進められた場合には、療養期間を繰りあげることは可能です。そのため初回の診断書は、必要十分と思われる期間（3箇ヶ月程度など）を記入いただくよう、主治医にお願いしても構いません。
・療養期限を延長する場合は、必ず療養期間満了までに余裕を持って、延長申請書を提出してください。
・期限までに事務手続きが完了できない場合、無断欠勤として取り扱う場合がありますのでご注意ください。

2 療養状況報告書（週1回）
・療養期間中（有給事後消化、病気休暇、病気休職等の勤怠上の状態を問わず）は、療養状況報告書に手書きで毎週月曜日から金曜日までの療養状況を記載し、翌月曜日には到達するように投函してください。
・落ち着いて療養に専念するために、報告を「免除」した方が望ましい場合（特に療養初期において）は、チェック欄にチェックした上で、内容の記載は省略しても構いません。
・報告書の記載、提出が負担になる場合には、ご家族に手伝ってもらって構いません。
・療養状況報告書は、復職意思を確認するための重要な書類です。提出を欠く場合は、休職発令を取り消す場合がありますのでご注意ください。
・療養状況が記載された報告書が、４週連続で提出できれば、次の復帰準備期へ移行できる状態にあると判断します（目安としては、生活リズムが整い、日常生活を滞りなく行える状態）。
・復帰準備期に進むことを希望する場合には、療養状況報告書の末尾にある「復帰準備期への移行を希望します」というチェック欄にチェックを入れて提出してください。

3 復帰準備説明
・復帰準備期へ移行する際には、復帰準備期に関する説明のため、改めてご家族同席のもとで面接を実施します。

[bookmark: _Toc184976793]第二段階：復帰準備期について
（１）復帰準備期の説明
・復帰基準を満たすために復帰に向けた準備を行うための期間です。
・病休職員は、復帰基準を満たすために必要な準備に取り組み、復帰準備状況報告書にて具体的な取り組み内容を報告してください。
・病休職員、職員課の双方が、復帰基準を満たす状態であると認識できた段階で、復帰準備完了確認シートを提出してください。
・職員課は、復帰準備完了確認シートをもとに、復帰判定事前面接の開催を検討します。

（２）復帰準備の内容について
・職員課は、提出書類や予備面接での発言を基に、復帰基準を満たしているかを判断します。
・具体的な復帰準備の内容が報告されていない場合は、本人が希望しても復職に向けた次の段階に移ることは出来ません。病休職員は、復帰に向けて主体的に復帰準備に取り組み、その内容を具体的に報告してください。
・復帰準備における重要なポイントは、健康を損ねることなく就業可能であることの説明責任は、職員の側にあるということです。そのため、復帰基準を満たす状態かどうか、病休職員自らが説明する必要があります。

＜復帰準備の一例＞
・所定の勤務（8：30～17：15）に相当する時間において、集中力を要する作業（復帰準備）を安定継続的に取り組めることを示す。
・療養に至った経緯の振り返りや、それに基づく再発防止策を検討し、その習得に取り組む。習得が完了し、復帰後すぐに実践できることを示す。
・自身の課題克服のために、必要な対策に取り組み、課題を克服したことを示す。

（３）復帰準備期における事務手続き
＊手続きが滞った場合や、指示を適切に守ることができない場合には、病状が再増悪したと判断して、療養専念期に戻ったとみなすことがあります。期日を守ることを心がけてください。

4 療養（延長）申請書
・療養期限を延長する場合には、必ず期限満了の1週間前までに申請書を提出してください。復帰準備という観点からも、こうした手続きを適切に行うことが重要です。
・療養経過が良好で、各段階を適切に進んだ場合には、療養期間を繰り上げて復職することは可能です。
・期限までに事務手続きが完了できない場合、無届欠勤として取り扱う場合がありますのでご注意ください。

5 復帰準備状況報告書（週1回）
・引き続き、週１回、復帰準備状況報告書に毎週月曜日から金曜日までの復帰準備の状況を記載し報告してください。翌月曜日には到達するように投函してください。
・報告内容は、その週に実施した復帰準備を具体的に記載してください。
・職員課では、「療養・復帰準備状況報告書」の内容を基に、復帰準備が進んでいるかどうか、復帰基準を満たしているかどうかを判断します。復帰準備が進んでいることや、復帰基準を満たせる状態に近づいていることを、分かりやすく具体的な内容を記載するようにしてください（記載が十分ではない場合、復帰準備が進んでいるとは判断できないことがあります）。
・復帰準備期以降は、職員課から復帰準備の内容に関するフィードバックを受領書に記載します。毎週のフィードバックを確認して、復帰準備の内容を検討する際に参考にしてください。

6 復帰準備完了確認シート
・復帰準備が進み、基本的には求められる業務遂行が可能であろうと、双方の共通認識が構築できた段階で、復帰準備完了確認シートの提出を指示します。
・指示されたのちに、復帰準備完了確認シートを作成し、復帰準備状況報告書と一緒に提出してください。
・提出された復帰準備完了確認シートの内容を踏まえて、復帰判定事前面接の開催を検討します。

7 復帰判定事前面接
・復帰検討期へ移行できるかどうか判断するための面接です。
・面接では復帰準備が完了していることを、ご自身で説明していただきます。
・職員課は、復帰準備が完了し、復帰基準を満たす状態かどうかを判断します。
・復帰判定事前面接で、復帰準備が完了していると判断した場合は、第三段階の復帰検討期へ移行します。

[bookmark: _Toc184976794]第三段階：復帰検討期について

（１）復帰検討期の説明
・復帰可能な程度にまで回復しているかどうか、慎重に判断する時期です。
・引き続き、より業務を意識した復帰準備を継続しながら復帰のための具体的な手続きを進めます。
・職場で行える配慮は一定期間の一定基準の配慮のみです。無理をせず着実な復帰を目指しましょう。
・復帰検討を開始してから実際の復帰まで、通常1箇ヶ月程度を要します。
・復帰日の決定に際しては、復帰準備期の後期から計画的に復帰時期を想定しながら進めていきます。具体的には、月曜日が祝日である週の前週の水曜日からの復職などを想定しています。


（２）復帰判定手順
1 復帰申請書提出
・病休職員は、所定の主治医意見書を添付した上で、復帰申請書を提出してください。
・主治医意見書を記載してもらう場合には、病休職員が必要事項を記入した上で、依頼文を添えて主治医に意見書の記入を依頼してください。
・主治医意見書に「復帰について懸念がある」と記載されている場合は、職場復帰を延期します。

2 復帰判定面接
・職員課、所属長は、病休職員と面接し、復帰基準を満たしているを確認し、最終的な復帰の可否を判断します。
・復帰可能な場合にも、復帰後に再度、業務に支障が生じる事態となった場合に備え、早期に対応するためのストップ要件を設定します。

＊復帰後の配慮内容
　ア　時間外勤務の免除
・復帰後１箇ヶ月間は、産業医学的観点から時間外勤務をゼロとします。
・２箇ヶ月目からは徐々に時間外勤務を命じ、３箇ヶ月目からは他の職員と同水準とします。
・ただし、災害対応など特別な事情が生じた場合には、時間外勤務を命じることがあります。

　イ　通院への配慮
・復帰後に、通院のための休暇取得を遠慮してしまい、通院が滞ることが無いように、特に復帰後1箇ヶ月間は、通院のための休暇を取得できるよう配慮します。
・なお、復帰後２箇ヶ月目以降も、通院のための休暇取得は妨げませんが、業務への支障を最小限度にとどめるために、適切な休暇取得を心がけてください。

　ウ　その他
・配慮期間の延長は行いません。延長を求める場合や延長が必要と判断される場合は、通常勤務ができていないとみなし、再療養の検討を行います。
・職位相当の職務を求め、他の質的軽減は行いません。

＊ストップ要件
　　復帰後、原疾患に起因することが否定できない遅刻・早退・欠勤、および当日連絡による休暇取得の申し出、あるいは所属長の通常の労務管理での指揮命令が困難であると判断されるケースが、任意の1箇ヶ月間に合わせて３回以上あった場合は、速やかに再療養を命じます。
　　また復帰後、業務効率・質・量等が、職位相当８割を下回る場合についても、復帰判定時点における職務遂行能力の回復が不十分であり、ひいては病状の回復についても、再療養を命じるに足るだけの合理的疑念が払拭できないものとして、再療養を命じます。

＊２回まではストップ要件に該当するような事象があっても良いということではないので注意してください。
＊１回目があった時点で、療養の要否を判断するためのご家族同席の面接を実施します。

3 復職発令
・復帰判定面接の結果を踏まえて、正式な復職を発令します。
・第４段階の復帰支援期へと移行します。

７　第４段階：復帰支援期
・職場復帰後は、業務評価、労務評価、健康評価の三つの観点から評価を実施します。
・業務評価については、毎日業務評価表を記入し、所属長等に提出してください。業務の質×達成度が80％を下回る場合には、復帰基準を満たせていないと判断し、復職を取り消します。
・労務評価については、所属長が労務評価票を用いて行います。	Comment by 麻田 悦子: 具体的にはどんなものか？
・健康評価については、健康上の問題が生じた際に、面接にて確認します。
・職務遂行上の問題が発生している場合には、ご家族同席の上で、勤務継続について判断する面接を実施する可能性があります。また、評価期間中に復帰基準を下回る場合には、安全配慮の観点から再療養を検討し、体調回復を優先します。
・特に、経過が順調でない場合には、必ず指導を行い、記録を残してください（時間外勤務及び通院への配慮以外は、通常の労務管理に順ずる）。また、指導をしても改善しない場合には、職員課に状況の共有をしてください。

＜手続き・提出書類等＞
業務評価表を毎日記入し、所属長等に提出し、業務の難易度および達成度を確認します。	Comment by 麻田 悦子: 具体的にどのようなものか


■各様式を使う段階早見表

	段　　　階
	①療養説明書
	②療養（延長）申請書
	③療養状況報告書
	④復帰準備説明書
	⑤復帰準備状況報告書
	⑥復帰準備完了確認シート
	⑦復帰申請書
	⑧主治医意見書
	⑨業務評価表
	⑩労務評価票

	第一段階
	療養開始時
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	療養専念期
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	

	第二段階
	復帰準備期
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	第三段階
	復帰検討期
	
	●
	
	
	●
	
	●
	●
	
	

	第四段階
	復帰支援期
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
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[bookmark: _Hlk136950518][bookmark: _Hlk136950577]療養（延長）申請書

所属部署：
職員氏名：　　　　　　　　　　 印
						
申請日：　　　　　年　　　月　　　日

以下のとおり，療養（療養の延長）を申請します。

	療養見込み期間
	初回申請時　　　　年　　　月　　　日から 　およそ　　　　　ヵ月間

2回目以降（申請する療養期間の最終日）　　　年　　　月　　　日まで

	
	

	
	

	療養事由
	　

	
	

	
	

	家族の連絡先
	住所
〒
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅TEL（　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯TEL（　　　）
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄

	
	

	
	

	
	

	連絡の承諾確認
	□確認済み　（家族署名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

	上記以外の連絡先
	住所
〒
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅TEL（　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯TEL（　　　）
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄

	
	

	
	

	
	

	
	

	連絡の承諾確認
	□確認済み

	必要添付書類
	□主治医意見書
主治医を受診し，診断書を添付してください。診断書の様式は自由です。

	
	

	
	


注）連絡先に変更が生じた場合には，速やかに届け出ること



復帰申請書

所属部署：
職員氏名：　　　　　　　　　　 印
						
申請日：　　　　　年　　　月　　　日

	申請要件
	　
	復帰準備完了シートに記載したとおり、復帰の準備が整いました。

	
	　
	今後の復帰検討の手順について説明を受け、理解しました。

	
	　
	復帰後、現職にて職位相当最低8割以上業務遂行し、2箇ヶ月以内に1箇ヶ月平均10割に達することを示します。

	
	　
	復帰後、遅刻・早退・欠勤等はしません。

	
	　
	復帰後、配慮期間内については定められた頻度で業務記録表を用いて毎日報告します。

	
	　
	復帰後、療養が不十分であった可能性がある場合には、職員課の指示に従い、再度療養に専念します。

	
	【申請理由】

	
	

	
	

	
	



以上より、復帰検討をお願いします。						

	家族の
連絡先
	住所
〒
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　）
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄

	
	

	
	

	
	

	上記以外の連絡先
	住所
〒
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　）
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄

	
	

	
	

	
	





主治医意見書（復帰時）
	本人記入欄（情報提供了承サイン）　※主治医の先生にお渡しする前に記入すること

	職員氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	復帰について
	復帰の希望がありますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい　・　いいえ）

	
	元の職場・職位レベル相当の仕事の質・量・効率で働く意思はありますか？　（はい　・　いいえ）
（職位レベル相当とは、職位に対して10割の業務水準を示す）

	
	健康上の理由で遅刻・早退等勤怠上の問題を生じない自信がありますか？　　（はい　・　いいえ）
（当日連絡の休暇申請など、同僚に過度の負担のかかる懸念のあるような休暇申請をしないことを含む）



	職員課記入欄（職務内容、職位およびその具体的期待内容に関する記載

	職務内容：　　　　職名：



	復帰等に関する主治医意見記入欄

	総合的意見
	□復帰判定基準に基づき復帰可能と考える　　　　復帰可能年月日：　　　年　　月　　日　

	
	□療養の継続が望ましい

	*上記の総合的意見と下記の個別の評価について，不整合があると判断される場合については，再度確認できるまでの間については，原則として復帰判定を保留にするものとします。

	回復レベル
	□軽快（病前８割以上）□改善傾向（病前８割未満）□症状固定回復見込み不明（　　　割程度）

	心身の状態
	業務に影響を与える症状および薬の副作用　　　　□なし　　□あり
＊「あり」の場合，業務上に必要な配慮内容をご記入ください。なお，この場合に配慮可能な内容は，あくまでも業務の一部に関するものであり，配慮しても職位相当１０割の労務提供が可能であることを条件とします（主要業務に関して多大な配慮が必要となるものを除きます）




	復帰基準
	1．本人の復帰希望と自信	
	□医学的に適切　　　□医学的に不適切

	
	2．本人の治療へのコンプライアンス*
	□問題なし　　　　　□懸念あり

	
	3．自傷の恐れ
	□なし　　　　　　　□あり

	
	4．週5日定時勤務
	□可能　　　　　　　□不可能の可能性あり

	
	5．2箇ヶ月以内の残業制限解除
	□可能　　　　　　　□不可能の可能性あり

	
	6．通常勤務6箇ヶ月間以上の継続
	□継続可能　　　　　□継続不可能の可能性あり

	上記の通り証明致します。
　　　　年    　月　    日　　　　　　　　　医療機関所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名 　　　　　　　　　                       印


*コンプライアンスとは、主治医の先生の指示に忠実に従うことを意味します。

